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第６章 施設類型別のマネジメント方針   



36 

施設類型別のマネジメント方針 

前章までで確認したように、将来においても現状の公共施設等の規模を維持するこ

とは、大変難しいものであると考えます。 

また、人口減少や少子高齢化などの社会情勢の変化、市民ニーズの変化、厳しい財

政状況などに対応し、サービスを提供し続けるためには、さまざまに工夫しながら、

効率的で効果的な公共施設等の整備更新や統廃合、長寿命化などに計画的に取り組ま

なければなりません。 

第６章では、白書や、第２章から第４章までで確認した公共施設等の現状や課題な

どを踏まえ、第５章のマネジメントの進め方に当てはめて、施設類型別に基本的なマ

ネジメントの方針を整理します。 
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１ 学校教育施設 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

小学校 
川越第一小学

校ほか 31施設 

本庁地区：8施設、芳野地区：1施設、古谷地区：1施設 

南古谷地区：2施設、高階地区：5施設、福原地区：1施設 

大東地区：4施設、霞ケ関地区：3施設、霞ケ関北地区：2施設 

川鶴地区：1施設、名細地区：3施設、山田地区：1施設 

中学校 
川越第一中学

校ほか 21施設 

本庁地区：5施設、芳野地区：1施設、古谷地区：1施設 

南古谷地区：1施設、高階地区：4施設、福原地区：1施設 

大東地区：2施設、霞ケ関地区：2施設、霞ケ関北地区：1施設 

川鶴地区：1施設、名細地区：2施設、山田地区：1施設 

高等学校 市立川越高等学校 本庁地区：1施設 

特別支援学校 市立特別支援学校 本庁地区：1施設 

 

  

 

   １

名細中学校 名細小学校 広谷小学校 
鯨井中学校 
上戸小学校 山田小学校 山田中学校 芳野中学校 

芳野小学校 
中央小学校 初雁中学校 

川越第一中学校 
仙波小学校 川越第一小学校 市立特別支援学校 
川越小学校 今成小学校 

泉小学校 霞ケ関東中学校 
霞ケ関東小学校 霞ケ関北小学校 川越西中学校 

川越西小学校 
富士見中学校 

野田中学校 
大東東小学校 

大東中学校 月越小学校 
東中学校 

南古谷中学校 南古谷小学校 
牛子小学校 
寺尾小学校 砂中学校 古谷小学校 

高階南小学校 
高階西中学校 高階西小学校 

福原小学校 福原中学校 高階小学校 
高階中学校 高階北小学校 大塚小学校 

武蔵野小学校 新宿小学校 城南中学校 
大東西小学校 大東西中学校 霞ケ関小学校 霞ケ関中学校 

霞ケ関南小学校 霞ケ関西小学校 
霞ケ関西中学校 市立川越高等学校 

寺尾中学校  
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【小学校・中学校】 

小学校・中学校は、施設類型別に見ると、本市が所有し管理する公共施設のうち

最大の延床面積を占め、小学校は 32施設、中学校は 22施設を設置しています。 

2015年に行った本市の人口推計によると、７～15歳の人口は、2021年にピーク

（27,862 人）を迎えた後、減少に転じ、2028 年には２万５千人を下回る見込みで

す。 

一部の小学校・中学校（月越小学校、霞ケ関北小学校、高階西中学校及び大東西

中学校）以外は、いずれも築 30年以上が経過していますが、2012年には、耐震補

強が必要な全ての小学校・中学校の耐震化が完了しています。現在は、校舎や体育

館の大規模改造工事やトイレの改修を、順次行っています。 

また、高階北小学校、霞ケ関小学校、霞ケ関東小学校及び霞ケ関北小学校は、市

民センターや公民館などとの複合施設となっています。 

2015年 11月に公表された「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」の

報告書では、学習施設の高機能化や多機能化、多様な世代との交流及び学びの場を

拠点とした地域コミュニティの強化など複合化のための基本的な考え方が示され

ています。 

【高等学校】 

市立高等学校は、１施設を設置しています。 

2014年４月１日現在、全日制の市立高等学校は、中核市では 43市中 25市が、県

内人口 20 万人以上市では９市中３市（さいたま市で４施設、川口市で３施設）が

設置しています。 

【特別支援学校】 

市立特別支援学校は、高校生を対象として、１施設を設置しており、築 30 年以

上経過しています。 

2014年４月１日現在、市立特別支援学校は、中核市では 43市中 11市が、県内人

口 20万人以上市では９市中２市（さいたま市で２施設）が設置しています。 
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 マネジメント方針  

【小学校・中学校】 

 ●活力ある学校づくりを進めるため、義務教育学校に係る国の施策や地域への影響

などにも留意しながら、地域ごとの児童生徒数の推移に応じた学校の配置や学校

規模の見直しなどについて検討します。 

●本市における公共施設の最適配置に向け、学校施設と他の公共施設との複合化に

ついて、今後の在り方を検討します。 

 ●全ての学校で耐震化は完了しているため、計画的に改修を行い、長寿命化を図り

ます。 

●学校施設を有効に活用するため、児童生徒の安全性や利便性を十分に確保したう

えで、学校図書館、体育施設の共用化を検討します。 

●プールについては、近隣の民間施設の活用を検討します。 

【高等学校】 

●県立高等学校における大規模改修の設計基本方針などにも留意しながら、計画的

に改修を行い、長寿命化を図ります。 

●本市の特徴を踏まえ、魅力ある学校づくりにより、施設効用の向上を図るととも

に、現在検討が進む審議会の動向に留意しながら、新たな教育需要に対応した施

設整備の更新などについて検討します。 

【特別支援学校】 

●計画的に改修を行い、長寿命化を図ります。 

●近隣施設の移転等の動向を踏まえ、狭あいな施設に係る課題の解決など、将来の

在り方について検討します。 

 

学校施設と他の公共施設等との複合化のイメージ 

 

（出典）文部科学省ホームページ 

  



40 

２ 生涯学習施設 

⑴ 公民館・集会所 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

公民館 

中央公民館 

ほか 16施設 

本庁地区：3施設、芳野地区：1施設、古谷地区：1施設

南古谷地区：1施設、高階地区：2施設、福原地区：1施設 

大東地区：2施設、霞ケ関地区：1施設、霞ケ関北地区：2施設 

川鶴地区：1施設、名細地区：1施設、山田地区：1施設 

中央公民館分室 本庁地区 

さわやか活動館 

（中央公民館分館） 
霞ケ関地区 

集会所 小堤集会所 名細地区 

 

  

 

 南古谷公民館 古谷公民館 
高階南公民館 高階公民館 

福原公民館 大東南公民館 南公民館 霞ケ関公民館 さわやか活動館 
（中央公民館分館） 伊勢原公民館 霞ケ関北公民館 

川鶴公民館 小堤集会所 
名細公民館 

大東公民館 芳野公民館 山田公民館 
北公民館 

中央公民館 中央公民館分室 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【公民館】 

公民館（分室、分館を含む。）は、19施設を設置しており、そのうち 12施設が

市民センターや学校などとの複合施設になっています。 

また、全体の６割を超える 12施設で築 30年以上経過しており、中央公民館、古

谷公民館、霞ケ関公民館及び山田公民館は、既に耐震化が完了していますが、霞ケ

関北公民館は、新耐震基準の性能を満たしていません。 

公民館は、社会教育法に基づくさまざまな講座を開催していますが、民間企業な

どによっても多様化するニーズに対応した講座が開催されています。 

【集会所】 

組織的社会教育活動を推進するため、１施設を設置しています。 

 

 マネジメント方針  

【公民館・集会所】 

●学校など周辺の公共施設との複合化を進めます。 

●地域の人口の変化を考慮し、規模や配置の最適化を図ります。 

●公民館で提供している講座などについて、必要性を検討し効率化を図るととも

に、より質の高いサービスの提供を検討します。 

●集会所は、設置の経緯や地域住民による集会活動、組織的教育活動の拠点として

利用されていることなどにも配慮しつつ、社会情勢の変化に応じた在り方を検討

します。 

 

＊2016年度以降に新築・廃止などのあった施設は次のとおりです。 

・2018年度に霞ケ関西公民館を設置 

  



42 

⑵ 図書館、学習施設、その他教育施設 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

図書館 

中央図書館 本庁地区 

川越駅東口図書館 本庁地区(クラッセ川越内) 

高階図書館 高階地区(高階市民センター等との複合) 

西図書館 霞ケ関北地区（霞ケ関北小学校等との複合） 

学習施設 

国際交流センター 本庁地区（クラッセ川越内） 

市民活動・生涯学習施設 本庁地区（ウェスタ川越内） 

男女共同参画推進施設 本庁地区（ウェスタ川越内） 

環境プラザ(つばさ館) 名細地区 

その他 

教育施設 

博物館 本庁地区 

美術館 本庁地区 

本丸御殿 本庁地区 

蔵造り資料館 本庁地区 

 

  

 高階図書館 川越駅東口図書館 
国際交流センター 西図書館 環境プラザ（つばさ館） 
中央図書館  

市民活動・生涯学習施設 
男女共同参画推進施設 蔵造り資料館 博物館 

美術館 
本丸御殿 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【図書館】 

図書館は、４施設を設置しています。中央図書館以外の３館は分館であり、いず

れも他の施設との複合施設になっています。なお、霞ケ関南小学校に霞ケ関南分室

があります。 

中央図書館は、築 30年以上経過していますが、その他（霞ケ関南分室は除く。）

は、比較的新しい建物といえます。 

【学習施設】 

国際交流センターは、比較的新しい複合施設（クラッセ川越）に設置しています。 

市民活動・生涯学習施設及び男女共同参画推進施設は、2015年にオープンした複合

施設（ウェスタ川越）に設置しています。 

環境プラザ（つばさ館）は、循環型社会30の形成及び３Ｒ31の推進など廃棄物処理

全般の拠点施設で、資源化センターとともに開館しています。今後は、更に廃棄物

や再生可能エネルギー32など環境についての情報発信を行うなど、施設をより有効

に活用していくことが必要です。 

【その他教育施設】 

博物館及び美術館は、社会教育施設であり、学校教育との連携に重点を置いてい

るため、無料の入館者が多数を占めています。なお、博物館の常設展示が、開館以

来替えられていません。収集した資料の展示方法などさらなる工夫が必要です。 

本丸御殿は、1967年に県指定文化財に指定されており、耐震化も完了しています。 

蔵造り資料館は、築 100年以上経過していることもあり、現在、耐震化を進めて

います。 

 

  

                                                                        

30 循環型社会：廃棄物等の発生を抑制し（ごみをなるべく出さず）、廃棄物等のうち有益なものは資源とし

て活用し（ごみをできるだけ資源として使い）、適正な廃棄物の処理（使えないごみはきちんと処分）を行

うことで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り減らす社会のこと。 
31 ３Ｒ：Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の３つの英語の頭文字を表し

ている。Reduce（リデュース）は、使用済みになったものが、なるべくごみとして廃棄されることが少なく

なるように、ものを製造・加工・販売すること、Reuse（リユース）は、使用済みになっても、その中でも

う一度使えるものはごみとして廃棄しないで再使用すること、Recycle（リサイクル）は、再使用ができず

にまたは再使用された後に廃棄されたものでも、再生資源として再生利用することを表している。 
32 再生可能エネルギー：一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないエネルギー

の総称。太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱等がある。 
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 マネジメント方針  

【図書館】 

●図書館は、計画的に改修を行い、長寿命化を図ります。 

また、将来的には、周辺の自治体との広域化、生涯学習施設や教育センターなど

他の施設との多機能化や学校図書室との共用化を検討します。 

●効率的で効果的な管理・運営となるよう、民間活力の導入などによる、市民ニー

ズに合わせた図書館のサービスの在り方について検討します。 

【学習施設】 

●国際交流センター、市民活動・生涯学習施設及び男女共同参画推進施設は、稼働

実態を精査のうえ、総量を適正な規模にするとともに、類似機能の共用化を進め

ます。 

また、学習施設を設置している複合施設は築年数が浅いため、計画的に維持・管

理を行い、予防保全を図ります。 

●環境プラザ（つばさ館）は、他の施設との多機能化や民間活力の活用を検討する

など、施設効用の向上を図ります。 

また、計画的に維持・管理を行い、予防保全を図ります。 

【その他教育施設】 

●博物館及び美術館は、計画的な改修及び修繕を実施するとともに、より連携した

体制の構築について検討します。 

また、周辺自治体や県との広域化を検討するとともに、民間活力の導入を含め、

施設効用の向上を図ります。 

●本市の貴重な文化財である本丸御殿及び蔵造り資料館は、長期的な見通しのもと

で、計画的に保存・修理を行い、保護を図ります。 
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３ 文化、スポーツ、観光施設 

⑴ ホール施設 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

ホール施設 

ウェスタ川越大ホール 本庁地区（ウェスタ川越内） 

やまぶき会館 本庁地区 

やまぶき会館分室（川越駅東口多目的ホール） 本庁地区（クラッセ川越内） 

北部地域ふれあいセンター 山田地区 

東部地域ふれあいセンター 南古谷地区 

南文化会館（ジョイフル） 福原地区 

西文化会館（メルト） 名細地区 

 

  

 北部地域ふれあいセンター 
東部地域ふれあいセンター 

南文化会館（ジョイフ

西文化会館（メルト） 
ウェスタ川越大ホール やまぶき会館 

やまぶき会館分室 
川越駅東口多目的ホール 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【ホール施設】 

ホール施設（地域ふれあいセンターを除く。）は、文化の向上や福祉の増進を図

るため、５施設を設置しています。やまぶき会館、南文化会館（ジョイフル）及び

西文化会館（メルト）は、公益財団法人川越市施設管理公社が指定管理者となって

います。 

やまぶき会館分室川越駅東口多目的ホールは、比較的新しい複合施設（クラッセ

川越）に設置しています。 

2015年７月、ウェスタ川越大ホールがオープンし、ＮｅＣＳＴが指定管理者とな

っています。 

地域ふれあいセンターは、市民の文化の向上や豊かな地域社会づくりを実現する

ため、2 施設を設置しています。共に運営協議会が立ち上がり、指定管理者となっ

ています。 

 

 マネジメント方針  

【ホール施設】 

●ホール施設（地域ふれあいセンターを除く。）は、稼働実態を精査のうえ、ホー

ル施設の在り方を検討するとともに、総量を適正な規模にします。 

●ウェスタ川越大ホールは、県とも連携して計画的な維持・管理を行い、予防保全

を図ります。 

また、川越駅前の立地を活かし、周辺自治体との広域化を検討します。 

●地域ふれあいセンターのホールは、その規模や用途によって、学校など他の公共

施設との多機能化を進めます。 
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⑵ スポーツ施設 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

スポーツ施設 

武道館 本庁地区 

芳野台体育館 芳野地区 

初雁公園野球場 本庁地区 

川越運動公園 古谷地区 

なぐわし公園温水利用型健康運動施設（ＰｉＫＯＡ） 名細地区 

 

  

 芳野台体育館 
川越運動公園    なぐわし公園温水利用型健康

運動施設（ＰｉＫＯＡ）     武道館  初雁公園野球場 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【スポーツ施設】 

スポーツ施設は、スポーツの振興と健康の維持を目的として、５施設を設置して

います。 

武道館は、築 40年以上経過しており、新耐震基準の性能を満たしていません。現

在、公益社団法人川越市シルバー人材センターが指定管理者となっています。 

芳野台体育館は、隣接する中高年齢労働者福祉センター（サンライフ川越）とと

もに公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンターが指定管理者となり、一体的

に運営を行っています。 

初雁公園野球場は、全国高校野球選手権埼玉大会など、多くの大会に利用されて

いますが、築 60年以上経過しており、新耐震基準の性能を満たしていません。 

川越運動公園は、市制 60周年事業として整備した公園施設で、陸上競技場、総合

体育館、テニスコートがあります。現在、公益財団法人川越市施設管理公社が指定

管理者となっています。県内有数の規模を誇るスポーツ施設を維持するためには、

相当の維持管理費が必要です。 

なぐわし公園温水利用型健康運動施設（ＰｉＫＯＡ）は、資源化センターの余熱

を利用した施設で、2012年にオープンしています。本市において、初めてＰＦＩを

活用して施設整備を行った事例です。 

国は、市民ニーズが多様化する中で、地域住民自らが主体となった地域のスポー

ツ環境を形成するため、総合型地域スポーツクラブの育成を推進しています。 

 

 マネジメント方針  

【スポーツ施設】 

●武道館は、必要な機能や利用者の状況を考慮し、他の施設との共用化を含め、施

設の在り方を検討します。 

●芳野台体育館は、稼働実態を精査のうえ、他の施設との共用化などにより機能を

維持します。 

●川越運動公園は、周辺自治体や県との広域化により負担の軽減を図りつつ、計画

的に改修を行い、長寿命化を図ります。 

●なぐわし公園温水利用型健康運動施設（ＰｉＫＯＡ）は、引き続き民間活力の活

用を進め、計画的に維持・管理を行い、予防保全を図ります。 

 

＊2016年度以降に新築・廃止などのあった施設は次のとおりです。 

・2019年度に武道館の耐震補強工事を実施 
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⑶ 観光関連施設、集会施設 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

観光関連施設 

川越まつり会館 本庁地区 

産業観光館（小江戸蔵里） 本庁地区 

川越駅観光案内所 本庁地区 

本川越駅観光案内所 本庁地区 

仲町観光案内所 本庁地区 

元町休憩所 本庁地区 

集会施設 
中高年齢労働者福祉センター（サンライフ川越） 芳野地区 

農業ふれあいセンター 芳野地区 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【観光関連施設】 

川越まつり会館は、山車の展示や川越まつり当日の映像などを上映しています。

入館者は、オープン以来増加傾向でしたが、現在は 10万人前後でほぼ横ばいです。 

また、川越まつり会館に隣接する場所に、休憩スペースとして元町休憩所をオープ

ンしています。 

産業観光館（小江戸蔵里）は、市民と観光客との交流や地域の活性化を図るとと

もに、本市の物産などを楽しんでいただくことを目的として設置した施設で、株式

会社まちづくり川越が指定管理者となっており、利用料金制度を採用しています。

なお、オープンに当たり、2008年から 2009年に改修工事を行っています。 

観光案内所は、３施設を設置しており、観光情報の提供を行っています。観光客

の窓口となる川越駅の観光案内所については、公益社団法人川越市シルバー人材セ

ンターに、本川越駅の観光案内所については、株式会社まちづくり川越に、一番街

と大正浪漫夢通りの結節点である仲町観光案内所については、公益社団法人小江戸

川越観光協会にそれぞれ業務委託しています。 

また、本市を訪れる外国人が近年増加していることから、外国人観光客への対応

を充実させることが必要です。 

【集会施設】 

中高年齢労働者福祉センター（サンライフ川越）は、中高年齢労働者の健康の保

持、教養の向上を目的として設置しており、築 30年以上経過しています。隣接する

芳野台体育館とともに公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンターが指定管

理者となり、一体的に運営を行っています。 

農業ふれあいセンターは、体験を通じて農業に対する理解を深めること、また、

農業関係者へ研修の場を提供し、資質の向上を図ることを目的として設置していま

す。隣接する鴨田ふれあい農園及び体験農園と一体的に運営しており、農作業体験

の場として 340区画を開設して、全ての区画が利用されています。 
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 マネジメント方針  

【観光関連施設】 

●川越まつり会館は、民間活力を導入した運営方法を検討し、周辺の観光関連施設

と連携し、施設効用の向上を図ります。 

また、計画的に維持・管理を行い、予防保全を図ります。 

●産業観光館（小江戸蔵里）は、効率的で効果的な運営を行うことで、施設効用の

向上を図ります。 

また、計画的に維持・管理を行い、予防保全を図ります。 

●鉄道など民間事業者のスペースに設置している川越駅及び本川越駅の観光案内

所は、機能を維持します。なお、賃貸物件に設置しているため、個別施設計画は

策定しません。 

また、仲町観光案内所については、周辺の施設と連携するなど、施設効用の向上

を図ります。 

【集会施設】 

●中高年齢労働者福祉センター（サンライフ川越）は、稼働実態を精査のうえ、総

量を適正な規模にするとともに、周辺の公共施設との共用化や複合化を進めま

す。 

●農業ふれあいセンターは、必要な機能や稼働実態を精査のうえ、総量を適正な規

模にします。 

また、周辺の公共施設との共用化や複合化を進めるとともに、地域と連携し、施

設効用の向上を図ります。 

 

＊2016年度以降に新築・廃止などのあった施設は次のとおりです。 

・農業ふれあいセンターは、「川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の「蔵 inガ

ルテン川越」事業において、グリーンツーリズムの拠点施設として整備中 
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４ 福祉施設 

⑴ 保育園 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

保育園 
中央保育園 

ほか 19施設 

本庁地区：7施設、古谷地区：2施設、南古谷地区：2施設、

高階地区：3施設、大東地区：1施設、霞ケ関地区：2施設、

川鶴地区：1施設、名細地区：2施設 

 

  

 

伊佐沼すまいる保育園 
古谷保育園 
古谷第二保育園 

さくらんぼ保育園 風の子保育園 風の子第二保育園 
はるかぜ保育園 

南古谷保育園 芳野保育園 
神明町保育園 

今成保育園 名細保育園 名細第二保育園 
中央保育園 

貴精保育園 高の葉保育園 
南古谷第二保育園 
高階第二保育園 

高階保育園 高階第三保育園 増美保育園 まきば保育園 あゆみ保育園 
脇田新町保育園 
大東保育園 

慶櫻南台保育園 仙波町保育園 
新宿町保育園 

星の子みのり保育園 おがやの里 
しもだ保育園 

ねむの木保育園 かつらの木保育園 
霞ケ関保育園 ともいき保育園 

レイモンド川越保育園 霞ケ関第二保育園 バンビ保育園 
笠幡菜の花

保育園 マーガレット保育園 
おおぞら保育園 むさしの保育園   下田保育園 

増美保育園田町 
増美保育園本川越分園  

音羽の森保育園 小室保育園 川鶴保育園  マーガレット保育園いなほ分園 川越やまだ保育園 
川越七歩保育園 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【保育園】 

公立保育園は、20施設を設置しており、各年代において、平均的に整備していま

す。20施設のうち約半数の 11施設が築 30年以上経過しており、耐震補強が必要な

古谷保育園、高階第二保育園、霞ケ関第二保育園及び名細第二保育園については、

既に耐震化を完了しています。南古谷保育園は、現在、耐震化を進めています。 

そのほか、民間保育園として、30施設が設置されています。 

公立保育園の建物は、全て市の所有ですが、敷地外の駐車場を含めた土地の約４

割が借地であり、神明町保育園、今成保育園、川鶴保育園、名細保育園は、全てが

借地となっています。 

また、公立保育園は、民間では受入れが困難な児童の受入れや、保護者の子育て

支援を行う役割を担っています。 

 

 マネジメント方針  

【保育園】 

●2017年度には、待機児童の解消を見込んでいることから、必要な保育量の把握に

努め、保育施設の最適化を図ります。 

また、最適化を図るうえで、複合化及び多機能化を視野に入れるとともに、公立

保育園と民間保育園の役割を考慮した今後の在り方の検討を行います。 

 

＊2016年度以降に新築・廃止などのあった施設は次のとおりです。 

・2019年度に南古谷保育園の園舎を改築し、2020年度から供用 
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⑵ 学童保育室 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

学童 

保育室 

川越第一 

学童保育室 

ほか 31施設 

本庁地区：8施設、芳野地区：1施設、古谷地区：1施設 

南古谷地区：2施設、高階地区：5施設、福原地区：1施設 

大東地区：4施設、霞ケ関地区：3施設、霞ケ関北地区：2施設 

川鶴地区：1施設、名細地区：3施設、山田地区：1施設 

 

  

 芳野学童保育室 
古谷学童保育室 

高階南学童保育室 牛子学童保育室 
寺尾学童保育室 南古谷学童保育室 

福原学童保育室 高階学童保育室 高階北学童保育室 新宿学童保育室 
武蔵野学童保育室 

大東西学童保育室 大東東学童保育室 仙波学童保育室 川越第一学童保育室 川越学童保育室 山田学童保育室 
中央学童保育室 

泉学童保育室 霞ケ関東学童保育室 
霞ケ関南学童保育室 霞ケ関学童保育室 

霞ケ関西学童保育室 霞ケ関北学童保育室 
川越西学童保育室 月越学童保育室 今成学童保育室 上戸学童保育室 名細学童保育室 広谷学童保育室  大塚学童保育室   

高階西学童保育室    
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【学童保育室】 

公設公営の学童保育室は、市立小学校全 32校に設置しており、そのうち 25施設

が小学校との複合又は併設となっています。 

また、学校の敷地内に設置しているものの校舎とは別の建物でも運営をしている

12 施設のうち６施設（南古谷学童保育室は一部）の建物が市の所有となっていま

す。 

国は、学童保育室の実施に当たっては、余裕教室や一時的に使用されない教室な

どの積極的な活用を促進しています。  

 

 マネジメント方針  

【学童保育室】 

●学校敷地内の別の建物で運営している学童保育室は、余裕教室が生じた時点で校

舎内へ移転し、学校施設との複合化を進めます。 

●他の自治体を参考に、学童保育室の充実を図りながら、利用者のニーズを踏まえ、

効率的で効果的な運営方法を検討します。 
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⑶ 児童福祉施設、障害者等福祉施設、高齢者福祉施設 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

児童 

福祉施設 

児童センターこどもの城 本庁地区 

川越駅東口児童館 本庁地区（クラッセ川越内） 

高階児童館 
高階地区（高階市民センター等

との複合） 

子育て支援センター 本庁地区（ウェスタ川越内） 

障害者等 

福祉施設 

総合福祉センター（オアシス） 本庁地区 

あけぼの児童園 本庁地区 

ひかり児童園 本庁地区 

職業センター 霞ケ関地区 

みよしの支援センター 本庁地区 

障害者就労支援センター 本庁地区 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【児童福祉施設】 

児童センターこどもの城は、築 30年以上経過していますが、改修工事により、長

寿命化を図っています。なお、敷地の大部分が借地となっています。 

児童館は、２施設が比較的新しい複合施設（クラッセ川越及び高階市民センター）

に設置しています。 

子育て支援センターは、2015年にオープンした複合施設（ウェスタ川越）に設置

しています。 

【障害者等福祉施設】 

総合福祉センター（オアシス）は、身体障害者福祉センターと老人福祉センター

の機能を担う障害者及び高齢者の福祉の向上を図るための施設です。社会福祉法人

川越市社会福祉協議会が指定管理者となっています。 

あけぼの児童園は、おおむね３歳から就学前の児童を対象として、日常生活にお

ける基本的動作の指導などを行っています。 

ひかり児童園は、心身に障害のある児童を対象として、児童発達支援並びに機能

回復の指導及び訓練を行っています。 

現在、利用者の増加に伴う施設の狭あい化などにより、移転・建替えを進めてい

ます。 

みよしの支援センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に規定する就労継続支援を行う障害福祉サービス事業所です。築 30 年以

上経過しています。 

職業センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に規定する就労継続支援を行う障害福祉サービス事業所であり、生活保護受給者の

ための授産施設でもあります。 

   

  個   別   施   設 

高齢者 

福祉施設 

やまぶき荘・やまぶき荘等汚水処理施設 霞ケ関地区 

霞ケ関東老人デイサービスセンター 
霞ケ関北地区（霞ケ関東小学校

との複合） 

川越駅東口老人憩いの家 本庁地区（クラッセ川越内） 

小ヶ谷老人憩いの家 本庁地区 

高階北老人憩いの家 
高階地区（高階北小学校との複

合） 

東後楽会館 芳野地区 

西後楽会館 霞ケ関地区 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【障害者等福祉施設】 

障害者就労支援センターは、障害者の雇用促進を図るための施設です。旧耐震基

準で建設されており、築 30 年以上経過しています。全国の市区町村の就労支援セ

ンターの約７割が民間委託により運営されています。 

また、この施設は、計量検査所としての機能も備えています。 

【高齢者福祉施設】 

やまぶき荘は、老人福祉法に基づく養護老人ホームで、築 30 年以上経過してい

ます。社会福祉法人加寿美福祉会が指定管理者となっています。 

やまぶき荘等汚水処理施設は、築 30 年以上経過しています。やまぶき荘や西後

楽会館、周辺約 90 世帯の汚水処理を行っています。旧西清掃センター跡地と隣接

しています。 

霞ケ関東老人デイサービスセンターは、介護保険法に基づく通所介護及び高齢者

いきがい課が業務委託している生きがい活動支援通所事業を行っています。霞ケ関

東小学校の校舎とは別棟の余裕教室を活用しており、築 30年以上経過しています。

社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉が指定管理者となっています。 

老人憩いの家は、高齢者のレクリエーションなどの場として、３施設を設置して

おり、高階北及び川越駅東口は、学校などとの複合施設になっています。公益社団

法人川越市シルバー人材センターが指定管理者となっています。 

また、市の補助金を受けて整備した自治会老人憩いの家が、54施設あります。 

後楽会館は、老人の健康増進、教養の向上やレクリエーションの場として、２施

設を設置しています。西後楽会館は築 30年以上、東後楽会館は築 40年以上経過し

ており、新耐震基準の性能を満たしていません。社会福祉法人川越市社会福祉協議

会が指定管理者となっています。 

レクリエーションや交流を図る場として施設整備によるサービス提供を行って

きましたが、現在、国は高齢社会が進展する中で、高齢者自らが主体となった生き

がいづくりを支援する事業を推進しています。 
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 マネジメント方針  

【児童福祉施設】 

●児童センターこどもの城及び児童館は、社会情勢の変化や市民ニーズに対応した

サービスや機能を検討するとともに、施設効用の向上を図ります。 

●建物の更新に合わせて、学校など他の公共施設との多機能化を含め、規模や配置

の最適化を図ります。 

【障害者等福祉施設】 

●総合福祉センター（オアシス）は、計画的に維持・管理を行い、予防保全を図る

とともに、類似機能を有する他の施設の機能を精査のうえ、共用化や多機能化を

進め、総量を適正な規模とします。 

●あけぼの児童園及びひかり児童園は、2015年に策定した『川越市あけぼの・ひか

り児童園施設整備基本計画』に基づいて整備を進めます。[実施済み] 

●みよしの支援センター及び職業センターは、学校など他の公共施設との多機能化

を図ります。なお、民間でも提供しているサービスであるため、民間活力の活用

を検討します。 

●障害者就労支援センターは、類似機能を有する施設との複合化や相談支援事業な

どと多機能化したサービスの提供を進めるとともに、民間委託について検討しま

す。 

【高齢者福祉施設】 

●やまぶき荘は、他の自治体を参考にしながら、民間への移管を検討します。 

●やまぶき荘等汚水処理施設は、利用状況を考慮し、施設の維持管理方法も含め、

運営方法を検討します。 

●霞ケ関東老人デイサービスセンターは、市内の通所介護事業所が比較的充足する

状況にあることから、今後は、介護予防・日常生活支援総合事業としてサービス

量の確保が必要となる通所型サービスの実施を含め、施設及び提供サービスの在

り方について検討します。 

●老人憩いの家は、利用者の状況などを考慮し、施設の在り方を検討します。 

また、市の補助金を受けて自治会が整備した老人憩いの家の活用促進を図りま

す。 

●後楽会館は、利用状況や運営コスト、民間で提供しているサービスの状況などを

考慮し、施設の在り方を検討します。 
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＊2016年度以降に新築・廃止などのあった施設は次のとおりです。 

・子育て支援センターは、2021年７月に子育て安心施設「すくすく かわごえ」に

移転 

・あけぼの児童園及びひかり児童園は、児童発達支援センターとして移転・新築し、

2019年度にオープン 

・2018年度から障害者基幹相談センターがサービス提供を開始し、2020年６月に川

越市民サービスステーションに移転 

・障害者就労支援センターは、2020年６月に川越市民サービスステーションに移転 

・霞ケ関東老人デイサービスセンターは、2021年度末に廃止 

・やまぶき荘等汚水処理施設は、2020年度に廃止 

・西後楽会館は、2018年度に耐震補強工事を実施 

・東後楽会館は、西後楽会館に機能を集約し、2018年度末に閉館 
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５ 公営住宅 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

市営住宅 
小仙波町１丁目団

地 ほか 17施設 

本庁地区：12施設、大東地区：3施設 

霞ケ関地区： 2施設、名細地区：1施設 

その他 再開発住宅店舗 本庁地区：1施設 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【市営住宅】 

市営住宅は、18施設を設置しており、特に本庁地区に集中しています。月吉町北

団地は埼玉県住宅供給公社から施設を借り上げ、仙波町４丁目氷川団地は土地を賃

借し、市営住宅を供給しています。そのほか、県営住宅として 21施設が設置されて

います。 

市営住宅 18 施設のうち約半数の 11 施設が、築 30 年以上経過しています。その

うち８施設は旧耐震基準で建設されていますが、特定建築物33については、耐震性

能を満たしています。 

2009年から 2013年の平均入居率としては、90％台が 10施設、80％台が５施設、

70％以下が３施設あります。 

2012年３月に、『川越市市営住宅長寿命化計画』を策定しており、計画的な維持・

管理を行っています。 

【その他】 

再開発住宅店舗は、川越駅東口再開発事業を円滑に推進するため、当該事業の区

域内に居住又は出店している借家人のために設置しており、築 30 年以上経過して

います。 

 

 マネジメント方針  

【市営住宅】 

●策定した長寿命化計画に基づき、計画的に維持・管理を行います。 

●県の動向を踏まえながら、公営住宅に対する需要について把握し、必要戸数を検

討します。 

また、民間施設を有効に活用する方法を検討します。 

【その他】 

●再開発住宅店舗は、設置の経緯を踏まえつつ、用途転用などによる利活用を図り

ます。 

 

  

                                                                        

33 特定建築物：「建築物の耐震改修の促進に関する法律」において定義された特定既存耐震不適格建築物の

こと。なお、賃貸共同住宅においては、階数 3及び床面積の合計 1,000㎡以上のものを指す。 
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６ 都市基盤施設 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

自転車 

駐車場 

川越駅東口自転車駐車場 本庁地区 

川越駅西口第一自転車駐車場 本庁地区 

川越駅西口第二自転車駐車場 本庁地区 

川越駅西口第三自転車駐車場 本庁地区 

本川越駅前自転車駐車場 本庁地区 

新河岸駅自転車駐車場 高階地区 

南大塚南口自転車駐車場 大東地区 

的場駅前自転車駐車場 霞ケ関地区 

駐車場 川越駅東口公共地下駐車場 本庁地区 

※公園施設及び防災施設については、数が多いため、施設概要は割愛しています。 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【自転車駐車場】 

有料の市営自転車駐車場は、８施設を設置しており、公益社団法人川越市シルバ

ー人材センターが指定管理者となっています。そのうち、川越駅西口第一自転車駐

車場は、築 30年以上経過しています。 

上記の市営自転車駐車場のほか、無料の自転車置場を、鶴ヶ島駅１か所、新河岸

駅２か所、南大塚駅２か所に設置しています。 

また、公益財団法人自転車駐車場整備センターが運営・管理する公営自転車駐車

場が、霞ケ関駅２か所、笠幡駅２か所、西川越駅１か所、南古谷駅１か所に設置さ

れています。 

自転車駐車場は、施設の特性上、駅前の敷地に設置しているため、賃借料の負担

が大きい施設もあります。 

2012年度と 2014年度の駅別自転車利用状況調査を比較すると、民間の自転車駐

車場は本川越駅周辺で１施設減少しているものの、増加傾向にあります。 

【駐車場】 

川越駅東口公共地下駐車場は、川越駅東口の再開発に伴い、駅周辺の違法駐車や

交通渋滞の緩和を目的として設置しています。駐車台数は 208台（うち身体障害者

スペース４台）となっています。 

また、毎年度一定規模の収入を一般会計に繰り出しています。 

【公園施設】 

都市公園は、約 300か所（約 160万㎡）あり、そのうち街区公園を約 250か所と

最も多く設置しています。公園施設としては、公園を管理する管理事務所のほか、

四阿（あずまや）などを設置しています。 

【防災施設】 

災害備蓄庫は、15か所にバランスよく配置しています。 

備蓄品保管室は、学校の余裕教室を活用するなど、55か所に設置していますが、

公共施設として別棟で設置している施設が７か所あります。 

災害用給水井戸は、22か所が学校敷地内に、１施設が蔵造りの建物が並ぶ伝統的

建造物群保存地区にそれぞれ設置しています。 
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 マネジメント方針  

【自転車駐車場、駐車場】 

●自転車駐車場は、予防保全を図ります。 

また、需要について把握し、地域ごとに必要な台数を検討するとともに、今後は

民間の自転車駐車場を有効に活用するなど、民間活用を含めたサービス提供の在

り方を検討します。 

●川越駅東口公共地下駐車場は、計画的に改修を行い、長寿命化を図ります。 

【公園施設】 

●公園施設は、策定した『公園施設長寿命化計画』に基づき、効率的に維持・管理

を行います。なお、当該計画で対象としていない公園施設についても、継続的な

点検を行い、劣化状況を踏まえた修繕を実施します。 

【防災施設】 

●防災施設は、災害時、適切に活用できるよう計画的に維持・管理を行います。 
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７ 行政関連施設 

⑴ 市民センター、連絡所、証明センター 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

市民センター 

芳野市民センター 芳野地区 

古谷市民センター 古谷地区 

南古谷市民センター 南古谷地区 

高階市民センター 高階地区（高階図書館、高階児童館との複合）

福原市民センター 福原地区 

大東市民センター 大東地区 

霞ケ関市民センター 霞ケ関地区（霞ケ関小学校との複合）

霞ケ関北市民センター 霞ケ関北地区 

川鶴市民センター 川鶴地区 

名細市民センター 名細地区 

山田市民センター 山田地区 

連絡所 南連絡所 本庁地区   
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  個   別   施   設 

証明センター 
ウェスタ川越証明センター 本庁地区（ウェスタ川越内） 

本川越駅証明センター 本庁地区 

 

 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【市民センター】 

市民センターは、各地区に 11 施設を設置しています。霞ケ関北市民センターを

除く 10施設は、公民館などとの複合施設になっています。 

2008年以降に建設した３施設（高階、名細、大東市民センター）は新しい建物で

すが、旧出張所や連絡所をそのまま利用している８施設のうち７施設が、築 30 年

以上経過しています。なお、霞ケ関市民センター及び山田市民センターは、既に耐

震化を完了しています。 

また、市民センターは、各種証明書発行などの窓口業務に加えて、各市民センタ

ー管内における防災や福祉など地域コミュニティの拠点としての役割も担ってい

ます。 

【連絡所、証明センター】 

南連絡所は、アトレビルに設置しており、川越駅利用者などの市民にとって利便

性が高く、利用者数は多い状況です。ただし、待合スペースが狭いなど利用者にと

って不便なところもあります。 

証明センターは、２施設を設置しています。 

本川越駅証明センターは、本川越ステーションビルに設置しています。しかし、

取扱いできる業務が一部の証明書の交付などに限定されていることや、本川越駅２

階の改札口に近いものの、人通りの多い場所ではないため、利用者数は多くありま

せん。 

ウェスタ川越証明センターは、アトレ７階にあった埼玉県パスポートセンター

が、ウェスタ川越に移転することに伴い戸籍関係証明の需要が高くなることを想定

し、設置しました。実際に戸籍関係証明の交付件数は本川越駅証明センターの２倍

以上となっています。 

今後は、コンビニエンスストアでの証明書交付を予定していることや、マイナン

バー制度の開始により、市県民税に関する証明の件数も減少すると想定されるた

め、利用者数は減少していくと考えられます。 

   



68 

 マネジメント方針  

【市民センター・連絡所】 

●学校など周辺の公共施設との複合化について検討します。 

●市民センターは地域コミュニティの拠点となる施設であるため、計画的に改修を

行い、長寿命化を図ります。 

【証明センター】 

●証明センターは、証明書の交付などのサービス提供状況に合わせて、廃止を含め

て在り方を検討します。 

 

＊2016年度以降に新築・廃止などのあった施設は次のとおりです。 

・本川越駅証明センターは 2019年度に廃止 

・南連絡所及びウェスタ川越証明センターは 2020年６月に川越市民サービスステー

ションに移転 
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⑵ 庁舎関連施設 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

庁舎関連 

施設 

市役所本庁舎 本庁地区 

東庁舎 本庁地区 

庁舎分室 本庁地区 

市役所小仙波庁舎 本庁地区 

川越駅西口まちづくり推進室 本庁地区 

新河岸駅周辺地区整備事務所 高階地区 

道路管理事務所 本庁地区 

上下水道局庁舎 本庁地区 

上下水道管理センター 霞ケ関地区 

神明町倉庫 本庁地区 

三久保町倉庫 本庁地区 

仙波 4丁目倉庫 本庁地区 
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 個   別   施   設 

庁舎 

関連 

施設 

倉庫（霞ケ関北雨水調整池） 霞ケ関北地区 

郭町公用車管理棟 本庁地区 

総合保健センター 本庁地区 

保健所 本庁地区 

福祉サポート連雀町 本庁地区 

川越しごと支援センター 本庁地区 

学校環境衛生検査センター 本庁地区 

動物管理センター 本庁地区 

収集管理棟 名細地区 

教育センター 古谷地区 

教育センター分室（リベーラ） 霞ケ関地区 

 

 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【庁舎関連施設】 

庁舎関連施設は、本庁舎をはじめ、本庁地区に点在しています。事務スペースの

狭あい化が進み、会議室などの不足により、民間ビルを借り上げています。 

本庁舎は、築 40年以上経過しており、2015年度に耐震化を完了していますが、

空調設備について全般的に改修が必要です。 

東庁舎は、10年間のリース期間満了に伴い、2012年に無償譲渡を受け、市の所有

になっています。 

小仙波庁舎は、2012年に建物の寄附を受け、建物の改築後、2013年に建設部６課

が本庁舎より移転しています。なお、敷地については、30年間の賃貸借契約を締結

しています。 

川越駅西口まちづくり推進室は、川越駅西口市有地利活用事業や川越駅西口周辺

の都市計画道路等の整備などを進めています。2015年７月から、旧南公民館を使用

しています。 

新河岸駅周辺地区整備事務所は、新河岸駅を中心とした都市基盤の整備を進めて

います。 

道路管理事務所は、道路施設などの維持補修及び自然災害の対応を円滑に行うた

め、道路管理事務所敷地内に建設機械や資材などを配備しています。 

上下水道局庁舎は、2003年度に水道部と下水道部を統合したことに伴い、上下水

道局庁舎となりました。2003年度から 2004年度には空調設備の更新や屋上の防水

処置などを実施しています。 

また、上下水道局としては、水道管などの補修を行うため、重機や資材を保管す

るスペースが必要になります。 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

総合保健センター及び保健所は、健康づくりや保健衛生分野の拠点施設です。隣

接して設置しているため、連携を図りながら事業に取り組んでいます。 

また、保健関連イベントや乳幼児健診等を行っているため、駐車スペース等に配

慮することが必要です。 

福祉サポート連雀町は、障害（障害者相談支援センター）、高齢（地域包括支援

センター）、児童（つどいの広場）分野の事業を行う複合施設となっています。築

30年以上経過しており、新耐震基準の性能を満たしていません。 

川越しごと支援センターは、2012年 10月に開設し、その一部を雇用支援課が使

用しています。 

学校環境衛生検査センターは、学校環境を維持し、児童生徒の健康の保持を図る

ために設置しています。主に学校薬剤師による飲料水・プール水水質検査をはじめ

とする学校環境衛生検査を実施しています。 

動物管理センターは、犬や猫の一時的な収容施設であり、動物の愛護のために設

置しています。現在、築 30年以上経過しています。動物の収容施設であるため、周

辺の居住環境に配慮することが必要です。なお、2016年度から埼玉建築物総合管理

協同組合に業務委託しています。 

収集管理棟は、一般廃棄物の収集運搬を円滑に行うための施設で、事務室は環境

部２課が使用しています。 

教育センターは、旧古谷東小学校の閉校に伴い、2010年に開設しました。主に教

職員の研修を行っています。 

また、体育館や１階スペースを地域住民を中心に一般開放しています。 

教育センター分室（リベーラ）は、教育や就学に関する相談業務の拠点として機

能しています。児童生徒や保護者からの相談のほかに学校復帰のための適応指導教

室があります。 
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 マネジメント方針  

【庁舎関連施設】 

●庁舎関連施設及び倉庫などは、会議室の集中化、文書保管スペースの整理（市庁

舎外での保管の推進や電子化による保存）、会議室の共用化などにより適正な規

模とし、本庁舎の更新に合わせて、分散している機能の集約を図ります。ただし、

機材や駐車場などのスペースを確保する必要がある施設については、留意しま

す。 

●川越駅西口まちづくり推進室及び新河岸駅周辺地区整備事務所は、現場での早期

対応や地域に密着したまちづくりを推進するため、現在の施設の長寿命化を図り

ます。 

また、将来的には、事業の進捗に合わせて、他の庁舎関連施設への移転を検討し

ます。 

●福祉サポート連雀町は、類似機能を有する施設との多機能化を検討します。 

●動物管理センターは、計画的に維持・管理を行い、適正な規模とします。 

●教育センターは、計画的に改修を行い、長寿命化を図ります。 

また、施設の一般開放の充実を図るほか、他の公共施設との共用化や多機能化を

検討します。 

●教育センター分室（リベーラ）は、業務の内容を考慮しつつ、教育センターや周

辺の公共施設などとの共用化や多機能化を検討します。 

 

＊2016年度以降に新築・廃止などのあった施設は次のとおりです。 

・川越しごと支援センターは 2020年６月に川越市民サービスステーションに移転 

・福祉サポート連雀町の機能は次のとおり移転 

〇障害者基幹相談支援センター（旧障害者相談支援センター）は 2020年６月に川

越市民サービスステーションに移転 

〇地域包括支援センターは 2021年７月に子育て安心施設「すくすくかわごえ」に

移転 

〇つどいの広場は 2021年７月にウェスタ川越に移転 

・旧あけぼの・ひかり児童園園舎を転用して 2020年 10月に教育センター第二分室を

設置 

・教育センター分室（リベーラ）は教育センター第一分室（リベーラ）に名称を変更 
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⑶ 環境衛生関連施設、給食施設、葬祭施設 

 

 

 施設概要                       （2016 年４月１日時点） 

  個   別   施   設 

環境衛生関連施設 

環境衛生センター 本庁地区 

東清掃センター 芳野地区 

資源化センター 
名細地区（環境プラザ（つばさ

館）との複合） 

小畔の里クリーンセンター 名細地区 

給食施設 

今成学校給食センター 本庁地区 

菅間学校給食センター 芳野地区 

藤間学校給食センター 高階地区 

吉田学校給食センター 名細地区 

葬祭施設 
市民聖苑やすらぎのさと 本庁地区 

斎場 本庁地区 

農業集落排水処理施設 
鴨田農業集落排水処理施設 芳野地区 

石田本郷農業集落排水処理施設 芳野地区 

 

  

 環境衛生センター 東清掃センター 
資源化センター 小畔の里クリーンセンター 

藤間学校給食センター 今成学校給食センター 
吉田学校給食センター 菅間学校給食センター 

市民聖苑やすらぎのさと 
斎場  

石田本郷農業集落排水処理施設 
鴨田農業集落排水処理施設 
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 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【環境衛生関連施設】 

資源化センター及び東清掃センターは、ごみの中間処理（焼却やリサイクル）を

行っています。2010 年に資源化センターが稼働したことに伴い、西清掃センター

は、同年３月末に稼働停止しました。 

東清掃センターは、築 25年以上経過しています。国が策定した「廃棄物処理施設

長寿命化総合計画作成の手引き」によると、ごみ焼却施設は稼働後 20～25 年で廃

止している施設が多くなっています。今後は、老朽化に対する対策を行うことが必

要です。 

小畔の里クリーンセンターは、中間処理施設で処理されたごみの残さの最終処分

を行っています。第一期分処分地については、残容量が約 13％となっていることに

留意しなければいけません。 

環境衛生センターは、し尿、浄化槽汚泥、農業集落排水施設からの集排汚泥の処

理を行っています。近年、処理量は若干増加傾向にあります。築 30年以上経過して

おり、新耐震基準の性能を満たしていません。 

農業集落排水処理施設は、農業用水の水質向上と農村環境の改善を図ることを目

的として、農村集落の汚水処理を行っています。現在、２施設を設置しており、鴨

田農業集落排水処理施設は 2006年度、石田本郷農業集落排水処理施設は 2012年度

から供用開始しています。 

【給食施設】 

学校給食センターは、４施設を設置しています。現在、築 30年以上経過する藤間

及び吉田学校給食センターの老朽化とともに、今成学校給食センターでは調理後２

時間以内の喫食を実施するため、１日２回から１回の調理にすることが課題となっ

ています。 

これらの課題を解決するため、ＰＦＩの手法を用いて菅間学校給食センターの隣

地に仮称川越市新学校給食センターを建設する予定です。 

建設を予定している学校給食センターは、「確実な衛生管理で安全･安心でおいし

い給食の提供ができる施設」を基本理念のひとつとし、アレルギー対応食の提供が

できるように計画を進めています。 

【葬祭施設】 

斎場は、おおむね築 40年経過しており、旧耐震基準で建設されています。現在、

新斎場の建設を進めています。近年、家族葬など小規模葬の需要が高まっているこ

とから、新斎場は、小規模の式場を２つ併設する予定です。 

市民聖苑やすらぎのさとは、2000年から供用開始し、公益財団法人川越市施設管

理公社が指定管理者となっています。 
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 マネジメント方針  

【環境衛生関連施設】 

●資源化センターは、計画的に維持・管理を行い、予防保全を図ります。 

●東清掃センターは、計画的に改修を行い、長寿命化を図ります。 

●小畔の里クリーンセンターは、引き続き機能を維持し、効率的で効果的な管理・

運営方法を検討します。 

●環境衛生センターは、更新時期に合わせて、適正な規模での整備を進めます。 

●農業集落排水処理施設は、計画的に維持・管理を行い、予防保全を図るとともに、

効率的で効果的な管理・運営方法を検討します。 

【給食施設】 

●2013年 11月に策定した『（仮称）川越市新学校給食センター整備基本計画』に

基づき、ＰＦＩ事業として整備を進めます。[実施済み] 

●菅間及び今成学校給食センターは、将来の児童生徒数を考慮した施設運営を行い

ながら、計画的に維持・管理を行い、予防保全・長寿命化を図ります。 

【葬祭施設】 

●新斎場は、2012年４月に策定した『川越市新斎場建設基本計画』に基づいて整備

を進めます。[実施済み] 

●市民聖苑やすらぎのさとは、計画的に維持・管理を行い、予防保全を図ります。 

●新斎場と市民聖苑やすらぎのさとは、一体的に、効率的で効果的な管理・運営方

法を検討します。 

 

＊2016年度以降に新築・廃止などのあった施設は次のとおりです。 

・藤間学校給食センターと吉田学校給食センターは 2017年７月に廃止 

・『（仮称）川越市新学校給食センター整備基本計画』に基づき、PFI事業として菅間

第二学校給食センターの整備を行い、2017年９月から給食の提供を開始 

・『川越市新斎場建設基本計画』に基づき、斎場の整備を行い、2017年度にオープン 
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８ インフラ施設 

⑴ 道路、橋りょう 

 

 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【道路・橋りょう】 

※道路及び橋りょうについては、第２章 公共施設等の現況（Ｐ11）で記載。 

 

 マネジメント方針  

【道路、橋りょう】 

●道路及び橋りょうは、安全性を確保しつつ、重要度に応じた適切な維持・管理を

行います。 

●橋りょうは、『川越市橋りょう長寿命化修繕計画』に基づき、計画的に維持・管

理を行い、予防保全を図ります。 

●全ての橋りょうについて、継続的に点検を実施し、安全性を確保します。 

※道路管理事務所については、行政関連施設（Ｐ69～72）で記載。 
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⑵ 河川管理施設 

 

 

 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【河川管理施設】 

※排水機場・排水ポンプ場については、第２章 公共施設等の現況（Ｐ11）で記載。 

※排水ポンプ場については、施設概要は割愛しています。 

 

 マネジメント方針  

【河川管理施設】 

●排水機場及び排水ポンプ場は、計画的に維持・管理を行い、長寿命化を図ります。 

 

  

 古谷上排水機場 古川排水機場 
天の川排水機場  
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⑶ 上水道関連施設 

 

 

 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【上水道関連施設】 

上水道の施設としては、浄水場７施設、受水場１施設を設置しています。ほとん

どの施設が築 40 年以上経過しているため、施設の修繕や耐震補強を実施していま

す。 

※配水管については、第２章 公共施設等の現況（Ｐ12）で記載。 

 

 マネジメント方針  

【上水道関連施設】 

●浄水場及び受水場は、計画的に改修を行い、長寿命化を図ります。なお、施設の

重要性や規模などに応じて、適切な維持・管理を実施します。 

●配水管は、安全性を確保しながら、重要度に応じた適切な維持・管理を行い、長

寿命化を図ります。 

※上下水道局庁舎については、行政関連施設（Ｐ69～72）で記載。 

  

 

郭町浄水場 
新宿浄水場 霞ケ関第一浄水場 

今福浄水場 伊佐沼浄水場 
仙波浄水場 霞ケ関第二浄水場 

中福受水場 
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⑷ 下水道関連施設 

 

 

 施設の現状                      （2016 年４月１日時点） 

【下水道関連施設】 

下水道の施設としては、汚水中継ポンプ場２施設、マンホールポンプ 47施設、雨

水ポンプ場 17 施設、雨水調整池 18 施設、合流改善施設など 17 施設を設置してい

ます。月吉汚水中継ポンプ場、芳野台汚水中継ポンプ場及び霞ケ関第二雨水ポンプ

場は、築 30年以上が経過しており、耐震化対策と老朽化対策が急務です。 

※管路施設については、第２章 公共施設等の現況（Ｐ12）で記載。 

 

 マネジメント方針  

【下水道関連施設】 

●ポンプ場施設は、他の場所への移設が困難であるため、計画的に改修を行い、長

寿命化を図ります。 

●管路施設は、安全性を確保しながら、重要度に応じた維持・管理を行い、長寿命

化を図ります。 

※上下水道管理センター及び倉庫（霞ケ関北雨水調整池）については、行政関連施設

（Ｐ69～72）で記載。 

 

 月吉汚水中継ポンプ場 芳野台汚水中継ポンプ場 
霞ケ関第一雨水ポン

プ場 霞ケ関第ニ雨水 
ポンプ場  
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